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障害者差別解消法調査研究協力者会議 資料 

全国特別支援学級設置学校長協会長 

葛飾区立梅田小学校長  阿部謙策 

小中学校における特別支援教育における現状と課題について 

１、特別支援学級および通常の学級の現状（平成２６年５月  文科省調査より） 

 

１）特別支援学級 在籍児童生徒数  １８万７０００人（２５年度１７万５０００人） 

 （固定の設置学級）      内訳として知的障害  約９万５０００人 

                自閉症・情緒障害   約８万１５００人 

                肢体不自由・病弱・弱視・難聴言語障害１万５００人 

毎年約１万人越ずつ増加の傾向  

 

２）特別支援学級数      ５万２０００学級（２５年度 ４万９７００学級） 

               (単純平均在籍者数  ３．６人)   

３）通級による指導を受けている児童数 ８万３７５０人（２５年度 ７万７９００人） 

毎年５～６千ずつ増加の傾向 

４）通常の学級に在籍している発達障害の可能性のある児童生徒数   約６．５％  

                              （平成２４年度調査） 

   

※ 毎年、特別支援学級に在籍する児童生徒や、通級による指導を受ける児童生徒が増加し

続けている。特に、知的障害、自閉症・情緒障害のある児童の増加が目立つ。 

※ 一人一人のニーズに応じた教育の充実がますます必要になっている。同時に、通常の学

級に在籍している発達障害の可能性のある児童生徒への、適切な支援の充実が求められ

ている。  

 

５）教員の専門性について 

教員の特別支援学校教諭等免許状の保有率 ３０．５％（８年間大きな変化はない） 

教員の特別支援学級での経験年数     約５０％が５年以下（平成２５年度 

全特協調査） 

校長の特別支援学級・学校の経験者    ２５％（同年調査より）    

 

※ 担任の半数は５年以下の経験であり、免許状保有者も約３割から変わっていない。 

専門性の担保が厳しい状況にある。 

 

６）常勤の担任数（２６年度）     担任１名（２４％）担任２名（４１％） 

担任３名（１９％） 

 

※ 少人数の学級が、８割以上を占めている。集団の場での学習の機会を用意するためにも、

通常の学級での交流及び共同学習の充実が必要。 



２、特別支援学級および通常の学級における課題 

１）、特別支援教育に関する教職員の専門性向上に向けて 

・通常の学級担任の特別支援教育に関する研修の充実 

・管理職の特別支援教育に関する研修の充実 

（インクルーシブ教育システム構築への管理職、教職員の研修の充実） 

・特別支援学校教諭等免許状取得に関する研修会等の機会の拡充 

  ・大学等における教員免許取得の際の特別支援教育に関わる履修単位の必修化 

  ・免許状更新の際の特別支援教育関連の講習の必修化等 

  

２）、インクルーシブ教育システム構築に向けての基礎的環境整備や合理的配慮に向けて 

  ・特別支援教育に必要な教室環境の整備（教室不足の解消） 

  ・全校に特別支援教室（リソースルーム）を設置（校内通級、取り出しの支援のため）   

 ・施設設備のバリアフリー化の促進（エレベーター、スロープ、クールダウン用のス

ペース） 

  ・ＩＣＴ機器等、学習上の支援機器の充実（デジタル教科書、タブレット端末等） 

  ・障害特性を配慮した教科書の充実 

 ・発達障害等の早期からの教育 

 

３）、どの子もわかる授業つくりにむけて 

  ・個別指導計画を活用した一人一人の実態に応じた指導の充実 

  ・ユニバーサルデザインの授業の推進（障害のある子にはなくてはならない支援であ

り、通常の子にはあると便利な支援） 

  ・小中学校の次期学習指導要領に、発達障害等への配慮事項を盛り込んでいく 

 

４）、特別支援教育充実のための人的措置の拡充に向けて 

 ・特別支援学級の定数削減（固定学級８→７名以下、通級指導教室１０→９名以下） 

・校内の特別支援教室での指導教員を配置（発達障害児の校内通級の体制の整備） 

 ・特別支援教育支援員の配置（通常学級内の発達障害児への支援や特別支援学級在籍児

と通常の学級との交流及び共同学習のための支援） 

 ・特別支援教育コーディネーターの別枠配置 

 ・障害の重度化、多様化に対応した講師時間数の増加措置 

 ・臨床心理士等の専門家等の配置や、発達障害児への支援体制の充実 

 

※  共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築に向けては、どの通常の

学級にも特別な支援の必要な児童生徒が多数在籍している現状より、特別支援学級担任

だけでなくすべての教職員がこの教育に関わっていくという意識の変革が必要である。

そのためにも学習指導要領に今以上にしっかりと発達障害児等へ配慮事項等などの特

別支援教育の視点を盛り込むことが大切である。           



過去４年間の全特協調査結果と考察（骨子） 

平成２６年度 

・学級が採択している国語・算数・音楽の教科書採択状況 

・採択された教科書の活用状況 

・採択の状況 

検定教科書 小９４%、中７５％ 

  ☆本    小３％  中１１％ 

  一般図書  小３％  中１７％ 

 

・活用の状況   

  十分に活用 小７５％ 中７３％ 

  不十分   小１０％ 中１５％ 

☆本の採択は少ないが、採択した学校においての活用については 

  十分に活用 小７６％ 中６０％ 

  不十分   小１０％ 中１４％ 

※ ☆本を採択した学校の、評価は比較的高いにもかかわらず、全体的にはほとんど採択

されていない。その原因として、最新版の（平成２２年度発行）☆本の中身が十分に

周知されていない可能性も残されている。 

 

平成２５年度 

・教育課程について 

・進路状況について(特別支援学級卒業後) 

・教育課程について 

  児童生徒の状況によって通常学級の児童生徒と学習  ７６％ 

  下学年の教科と自立活動によって編成        ４６％ 

  生活単元学習を取り入れて指導           ４２％ 

※ 障害が多様化し教育課程が複雑になってきている。そのため、個々の児童生徒の実態

に応じて、教育課程を変えるなど弾力的に対応している学校も多い。 

・進路状況について 

  小学校卒業後   中学校の特別支援学級      ８４％ 

           中学校の通常の学級       １４％ 

  中学校卒業後   特別支援学校の高等部      ８０％ 

           就労               ５％  

           サポート校、高校、その他    １５％ 

※ 多くは中学校の特別支援学級や特別支援学校の高等部に進学しているが、就労、高等



学校、サポート校などの進路もある。自閉・情緒障害学級の卒業生の２６％は、高等

学校へ進学しているため、そこでの支援体制の充実が必要である。 

       

平成２４年度 

・担任(および校長)の専門性向上のための研修について 

  校外研修（担任対象）の実施あり     ９６．５％   

  校外研修の評価  おおむね十分       ７４％ 

校内研修の実施あり             ７８％ 

  校内研修の評価  おおむね十分       ４８％  

 

校外研修（校長対象）を受けた        ９０％ 

  校外研修の評価  おおむね十分       ４２％ 

  ※研修機会は設けられているものの、内容的な評価はまだ十分ではない。 

   回数及び内容的に、専門性を高めるものにする必要がある。 

 

 

平成２３年度 

・交流及び共同学習(以後交流)について 

  教育課程に位置付けて交流している       ９２％ 

  交流の指導案を作成して実施          ３５％ 

  週当たりの交流回数 ５回(１日１回)       ４９％               

  児童生徒１人で同学年の交流に参加       ６５％         

  実施上の課題  通常の学級の子供の理解啓発  小５８％  中６４％ 

  (複数回答可)   人的な支援          小５０％  中４８％ 

通常学級の教員の理解啓発   小４８％  中５０％  

  交流の今後   現状維持           小８５％  中８７％ 

          

※ 教育課程上には位置付けられているが、詳細の授業計画は不十分。 

  平均在籍者数が３，４名と少ないため、一人で参加する場面が多くなっている。 

  通常学級の児童生徒、教職員の理解や引率補助などの人的支援を必要としている。 

   内容的には現状維持が多いのは、今後の具体的な改善充実方法が分からないことが 

ある。  

 

 


